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教育委員会議事録  

日 時 平成28年５月11日（水）午前９時 57分～午前 10時08分 

場 所 教育委員会室  

出 席 委 員 教 育 長 井 出 隆 安 
 
委 員 對 馬 初 音 

 委 員 伊 井 希 志 子 
 
委 員 折 井 麻 美 子 

出 席 説 明 員 事 務 局 次 長 徳 嵩 淳 一 

 
学 校 整 備 
担 当 部 長 

大 竹 直 樹 

 生涯学習スポーツ 
担 当 部 長 齋 木 雅 之  

 

中央図書館長  森  仁 司 

 庶 務 課 長  岡 本 勝 実 

 

教育人事企画課長 藤 江 敏 郎 

 学 務 課 長  正 田 智 枝 子 

 

特別支援教育課長 伴  裕 和 

 学校支援課長  朝 比 奈 愛 郎 
 
学校整備課長 和 久 井 伸 男 

 生涯学習推進課長 本 橋 宏 己 
 
スポーツ振興課長 阿 出 川 潔 

 
済美教育センター 
所 長  

白 石 高 士 
 済美教育センター 
統括指導主事  

大 島  晃 

 
済美教育センター 
統括指導主事  

手 塚 成 隆 
 済美教育センター 
就学前教育担当課長 佐 藤 正 明 

 中央図書館次長 岡 本 幸 子 
 副 参 事  

子どもの居場所づくり担当 
塩 畑 ま ど か 

事 務 局 職 員 庶 務 係 長  井 上 廣 行 
 
法規担当係長  岩 田 晃 司 

 担 当 書 記 小 野 謙 二 
 

  

傍 聴 者 数 １名   
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会議に付した事件  

 

（議案）  

  議案第 55号  第 18期杉並区文化財保護審議会委員の委嘱について  

 

（報告事項）  

（１）杉並区教育委員会共催・後援名義使用承認について  

（２）高井戸地域区民センター等複合施設の次期指定管理者候補者の選

定について  
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教育長  ただいまから、平成 28年第７回杉並区教育委員会定例会を開催い

たします。  

本日の会議について、事務局より説明をお願いいたします。  

庶務課長  本日の議事録の署名委員につきましては、教育長より事前に折

井委員との指名がございましたので、よろしくお願いいたします。  

次に、本日の議事日程についてでございます。事前にご案内のとおり、

議案が１件、報告事項２件を予定しております。以上でございます。  

教育長  それでは、本日の議事に入ります。まず議案の審議を行います。

議案の上程・説明は事務局からお願いをいたします。  

庶務課長  それでは、日程第１、議案第 55号「第 18期杉並区文化財保護審

議会委員の委嘱について」を上程いたします。生涯学習推進課長からご

説明いたします。  

生涯学習推進課長  それでは、議案第 55号「第 18期杉並区文化財保護審議

会委員の委嘱について」につきまして、ご説明申し上げます。  

  本議案は、杉並区文化財保護条例に基づきまして、委員の任期満了に

伴い、新たに杉並区文化財保護審議会委員を委嘱するものでございます。 

  参考資料をご覧ください。文化財保護審議会委員は、教育委員会の諮

問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、こ

れらの事項について教育委員会に建議するため、昭和 57年５月に設置を

されました。  

  委員は、文化財に関し広くかつ高い識見を有する学識経験者で構成さ

れ、任期は２年となっております。第 17期につきましては、当初８名の

委員を委嘱いたしましたが、在任中にお一人の委員がお亡くなりになり、

現在７名となっております。第 18期につきましては、７名の方には引き

続き委員をお願いし、新たに黒沢文貴委員と佐野賢治委員を加え、これ

らの委員は、荻外荘の資料調査等にも関係している方ですけれども、そ

のお二人を加え９名の委員で進めてまいりたいと考えております。それ

ぞれの委員の専門分野は記載のとおりでございます。  

  以上で説明を終わります。議案の朗読は省略させていただきます。  

庶務課長  それでは、ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等ご

ざいますでしょうか。  

對馬委員  ご住所がちょっと遠方の方もいらっしゃるようですけれども、

この文化財保護審議会委員というのは、活動の頻度といいますか、どう
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いった活動をしていただけるのか教えていただけますか。  

生涯学習推進課長  前回の教育委員会のときに答申に基づく議案の審議

をいただきましたけれども、基本的には、杉並区にある指定文化財、登

録文化財等について教育委員会の諮問に応じて答申をするということ

になっております。全員の委員が集まる機会というのはなかなかござい

ませんで、最終的な答申の決定をするとき以外は部会というような形で、

分野ごとに数人の委員が集まって審議をしていくという状況でござい

ます。  

對馬委員  そうすると、遠方の方でも特別業務には支障ないということで

よろしいですか。  

生涯学習推進課長  はい、日程の調整ができるということでございます。 

伊井委員  その場合、遠方の方の交通費というのはどうなっているのです

か。  

生涯学習推進課長  報酬は日額で決まっておりまして、特に旅費の支給は

ございません。  

庶務課長  ほかにはよろしいでしょうか。それでは教育長、議案の採決を

お願いいたします。  

教育長  それでは、議案の採決をいたします。議案第 55号につきましては、

原案のとおり可決して異議ございませんか。  

（「異議なし」の声）  

教育長  それでは異議ございませんので、議案第 55号につきましては、原

案のとおり可決といたします。  

引き続きまして、報告事項の聴取を行います。事務局から説明をお願

いいたします。  

庶務課長  それでは、報告事項１番「杉並区教育委員会共催・後援名義使

用承認について」、引き続き生涯学習推進課長からご説明いたします。 

生涯学習推進課長  それでは、平成 28年４月分の教育委員会共催・後援名

義使用承認についてご報告いたします。４月分の合計でございますが、

全体で 43件でございます。内訳は定例が 42件、新規が１件、共催が７件、

後援が 36件でございます。新規のものは３ページをご覧ください。社会

教育センターで受け付けた分でございますけれども、後援名義で団体名

が東京女子大学比較文化研究所、事業名が「東京女子大学比較文化研究

所主催公開講演会「レッド・バトラーの言葉－『風と共に去りぬ』と反
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戦思想－」でございます。４月分につきましては、この１件が新規とな

っております。  

  私からの説明は以上です。  

庶務課長  それではただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ござい

ますでしょうか。  

伊井委員  ７ページの学校支援課の共催でございますけれども、学校支援

本部の事業の形ですと、これは学校支援本部、それから放課後、それか

ら土曜日学校ということで、これは１年間の全体の活動について、この

ような共催ということで捉えてよろしいのでしょうか。  

学校支援課長  委員のおっしゃるとおりでございます。１年間の活動に対

する共催名義ということでございます。  

庶務課長  ほかにはよろしいでしょうか。それでは、報告事項１番につき

ましては、以上とさせていただきます。  

それでは引き続きまして、報告事項２番「高井戸地域区民センター等

複合施設の次期指定管理者候補者の選定について」、スポーツ振興課長

からご説明いたします。  

スポーツ振興課長  私からご説明させていただきます。高井戸地域区民セ

ンター等複合施設の次期指定管理者候補者の選定についてでございま

す。現在、指定管理者で運営してございます高井戸地域区民センター等

複合施設につきましては、平成 29年３月に指定管理期間が満了すること

から、次のとおり次期の指定管理者候補者の選定を進めてまいります。 

  まず、複合施設の概要でございますけれども、こちらは高井戸地域区

民センター、高齢者活動支援センター、高井戸温水プールの３つの施設

の複合施設となってございます。住所、そして現在の指定管理者につき

ましては、記載のとおりでございます。  

  次期の指定管理期間でございますが、 29年度から 33年度までの５年間

と設定してございます。そして、事業者の選定方法でございますが、公

募型プロポーザル方式といたしまして、杉並区プロポーザル選定委員会

条例に基づきまして、こちらは主となる施設が高井戸地域区民センター

となることから、こちらを所管します区長部局が選定委員会を設置して

選定していくものでございます。こちらの委員は今８名を予定しており、

そのうち１名につきましては生涯学習スポーツ担当部長、そして体育の

学識経験者１名が入る予定でございまして、スポーツ振興や健康増進の
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観点から十分に検討を加えてまいりたいと思っているところでございま

す。  

  今後のスケジュールでございますけれども、６月の下旬に指定管理者

候補者の公募を行いまして、９月に候補者を選定し、 11月の第４回区議

会定例会に指定管理者の指定に関する議案を提出するというスケジュー

ルで進めてまいりたいと考えているところでございます。  

  私からは以上でございます。  

庶務課長  それではただ今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ござい

ますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、報告事項２番につき

まして、以上とさせていただきます。  

  以上で、報告事項の聴取を終わります。  

教育長  それでは以上で、本日予定されておりました日程は全て終了いた

しました。庶務課長、事務連絡ございましたら、どうぞ。  

庶務課長  次回の日程でございますが、定例会の日程を変更させていただ

きまして、５月 16日月曜日、午前 10時からを予定しております。よろし

くお願いいたします。  

以上です。  

教育長  本日は午後に杉並区総合教育会議が予定されております。昨年度

の評価、それから平成 28年度の基本的な方向性について議論をする予定

です。そちらの方もどうぞよろしくお願いいたします。  

  それでは、本日の教育委員会はこれで閉会といたします。  

 


